
 

  

尾張旭市建築物耐震改修促進計画（改定版）概要 

１．計画改定の背景 
尾張旭市（以下、「本市」という。）では、平成２０年３月に「尾張旭市建築物耐震改修促進計画」（以下、

「当初計画」という。）を策定しました。その後、平成２８年３月に一部を改定し、令和２年度までに住宅の

耐震化率９５％を目指し、耐震化を図ってきました。しかし、国や愛知県において、現状の耐震化率の達成状

況から現在設定されている目標を５年間スライドさせて、令和７年までに耐震化率９５％、令和１２年までに

耐震性が不十分な住宅を概ね解消することが目標とされたことを踏まえ、新たに建築物耐震改修促進計画の見

直しを行いました。 

２．計画の基本的事項 
対象区域 ：本市全域とします。 

計画期間 ：令和３年度～令和１２年度までとします。 

対象建築物：下表に示す住宅、耐震診断義務付け対象建築物特定既存耐震不適格建築物を含む建築物とします。  

住 宅 ○戸建て住宅、長屋、共同住宅(賃貸・分譲)を含む全ての住宅 

建

築

物 

耐震診断義

務付け対象

建築物 

要緊急安全

確認大規模

建築物 

①不特定多数のものが利用する既存耐震不適格建築物 

②地震の際避難確保上特に配慮を要するものが主として利用する既存耐震不適格

建築物 

③法施行令で定める危険物であって法施行令で定める数量以上の危険物を取り扱

う既存耐震不適格建築物 

要安全確認

計画記載建

築物 

①愛知県建築物耐震改修促進計画に記載された災害時に公益上必要な建築物 

②その敷地が愛知県建築物耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障害

既存耐震不適格建築物 

③その敷地が尾張旭市建築物耐震改修促進計画に記載された道路に接する通行障

害既存耐震不適格建築物 

特定既存耐震不適格建築物 

①多数の者が利用する建築物 

②危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 

③愛知県耐震改修促進計画又は本計画に記載された道路に接する通行障害建築物 

 

３．耐震化の現状と課題 

住宅や耐震診断義務付け対象建築物、特定既存不適格建築物の現状（令和２年度）の耐震化状況は下表のと

おりです。住宅の耐震化率は、当初計画時※（６９％）旧計画時※（７４％）と、耐震改修などにより、耐震化

率は向上していますが８３％にとどまっています。耐震化が思うように進展していない理由としては、昭和５

６年以前に建築された住宅には、高齢者が居住している可能性が高いこともあり、耐震性に問題をかかえなが

らも、対策を講じることができずに生活を続けていることが考えられます。 

※当初計画時と旧計画時は、現状の耐震率では算出方法が異なります。 

対象建築物 項 目 令和２年度 

住 宅 耐震化率 ８３％ 

耐震診断義務付け対象建築物 
耐震診断未実施の 

対象建築物 
０棟 

特定既存耐震不適格建築物 

① 

耐震性のない 

対象建築物 

２５棟 

② ８棟 

③ 
８棟 

ブロック塀等 ０箇所 

 

４．耐震化・減災化促進の具体的な施策 
本市では、昭和５６年以前に建築された木造住宅への無料耐震診断や耐震改修費補助、除却費補助、段階的

耐震改修費補助、耐震シェルターの整備費補助、ブロック塀等撤去工事費の補助、ＰＲ活動などの対策を行っ

てきており、令和２年度からは、新たに代理受領制度など支援を強化してきました。今後は、国や愛知県が掲

げる目標（令和７年度までに住宅の耐震化率を９５％、令和１２年度までに耐震性が不十分な住宅を概ね解消）

を踏まえ、以下に示す本計画の目標達成に向け、新たな補助制度の創設や補助金額の見直しなどにより、引き

続き耐震化・減災化促進に取り組んでいきます。 

重点区域の耐震化の促進 

民間非木造住宅の耐震診断の促進 

民間非木造住宅の耐震改修費の補助 

耐震化の普及・啓発活動の推進 

民間木造住宅の耐震診断の促進 

民間木造住宅の耐震改修費の補助 代理受領制度 

低コスト耐震改修工法の情報提供 

民間木造住宅の除却費の補助 

民間木造住宅の段階的耐震改修費の補助 

耐震シェルター整備費の補助 

家具転倒防止策の周知 

ブロック塀の安全確保の推進 

住
宅
の
耐
震
化
の
促
進 

住
宅
の
減
災
化
の
促
進 

緊急輸送道路沿道の建築物の耐震化の促進 

民間建築物の耐震化に対する啓発の促進 

災害応急対策に必要な施設の耐震化の促進 

建
築
物
の
耐
震
化
の
促
進 

建築物外壁等設置広告物の転落防止 

エレベータの安全対策 

窓ガラス・天井の落下防止対策 

建
築
物
の
減
災
化
の
促
進 

重点的に取り組む施策 耐震化・減災化に向けた総合的な施策 

目 

標 

令和７年度まで ⇒ 住宅の耐震化率を９５％ 

令和１２年度まで ⇒ 耐震性が不十分な住宅を概ね解消 

重点的に耐震化を進める区域に対して、ダイレク

トメールの送付などにより耐震化の普及・啓発に
努めます。 

昭和５６年以前に建築された民間木造住宅に対
して無料で耐震診断を実施しており、今後も耐震

診断の普及に努めます。 

昭和５６年以前に建築された民間木造住宅に対

して耐震改修工事費補助を行っており、今後も補

助制度の普及促進に努めます。 

２段階に分けて耐震改修工事を行う場合に工事

費補助を行い、地震被害の軽減を図ります。 

人命を守ることを目的とした寝室等の個室を補

強する耐震シェルターの整備を促進します。 

緊急輸送道路の沿道にある特定既存耐震不適格
建築物の所有者に対して、耐震化の必要性や効果

についての意識啓発を行い、耐震化の促進を図り

ます。 

建築相談の開催 

昭和５６年以前に建築された民間木造住宅に対

して除却工事費補助を行っており、今後も補助制
度の普及促進に努めます。 


